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河 村：本日はタイトルにもありますよ

うに、地区民児協設置から３０年という

ことで、この間、時代とともに地域ととも

に民生委員児童委員活動を歩まれた歴史

の中で変わったこと、変わらないもの、ま

た、大切にし続けたものなどについて、お

話をお伺いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 初めに長谷川会長にお伺いします。地

区民児協が設置された３０余年で、民生

委員が求められる、果たすべき役割で変

わったことや変わらないものについてお 

感じになられることがあればお聞かせく

ださい。 

民生委員児童委員協議会 

活動の変遷 

長谷川：まず、３０号という記念の「たよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り」を出すということについて、本当に皆 

さん方のご支援とご協力があり、また知

多市内の皆さんにご講読いただいている

ということで、私たち民生委員として張 

り切ってやらなければいけないというこ

とを思っています。私が入りました頃、昭

和の時代でしたが、平成元年からの活動

が、この「たより」に載っているわけでご

ざいます。それを考えますと、平成１２年

だったと思いますが、民生委員法が改正

され、以前はその前が「名誉職」という立

場が色濃く残っていたと思います。それ

がなくなり、地域福祉の担い手といいま

すか、住民の身近な拠り所としての活動

が求められる、そんな風になったと思っ

ております。私が民生委員になった頃は、

女性は少なかったんです。それから徐々

に女性の社会進出が顕著になってまいり 
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まして、令和元年の改選では１１８名中 

５０名が女性の委員となっています。女

性委員はきめ細かく活動され、気づきに

くい点にも女性ならではの視点で気配り

していただけるため、女性委員の増加は

民生児童委員の活動全体を活発化してき

ました。 

 福祉部会に目を移してみますと、高齢・

児童・障がい・民生の４部会がございまし

たけれども、今は６部会で運営しており

ます。その移行期として平成２９年には

５つに分けております。民生部会が災害

と生活困窮に分かれ、それに活動活性化

部会を含めまして、６部会ということで

推移しているのが今の状況でございます。

福祉部会というのは時代に即応して変化

していく、そんな風に思っておりますの

で、今後も変化し続けるという部会の活

動実態があるという風に思っております。 

 私が入った頃は、婦人部というものが

ありました。それから女性部会、ボランテ

ィア部会と名称を変え、今のやまもも第

１・第２の活動を全員でボランティアに

出かけるというシステムができたわけで

す。一番初めは女性だけの活動で始まっ

たようです。そうこうするうちに主任児

童委員が平成６年から始まっております

けども、同じ民生委員として、児童・生徒

の関連から希薄になってきた学校との関

係を強固なものにしていく、そういう活

動が主任児童委員の皆さんによって活性

化できているという風に思っております。  

 そんなところが昔と比べて変わったと

ころではないかと思っておりますが、一

方で変わらないのはやはり、民生委員信

条でしょうか。昭和２６年に制定されて

おりますけども、平成７年に新しい信条

民生委員・児童委員信条 

 １ わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます｡ 

  １ わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。 

  １ わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、 

   自立の援助に努めます｡ 

  １ わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会 

   づくりに努めます｡ 

  １ わたくしたちは、常に公正を旨とし､人格と識見の向上に努めます｡ 

長谷川実彰旭南地区民生委員児童委員協議会会長 
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ができ、地域をつなぐ、地域を守る、地域

から学ぶということで、同じ志というの

か、私たちがやらなければならないこと

が脈々と伝わっているような気がしてい

ます。 

 民生委員に求められるものや変わって

きていること、受け継がれてきているこ

となど、今から私たちが新しい時代を迎

えるにあたって、どう地域と向かい合い

どう関わっていくか、新たなステージが

待っていると思います。 

 

河 村：ありがとうございました。 

 知多市も人口が増え、委員の人数、特に

女性の割合が変わってきたということと、

活動の多様化によって部会が４部会から

６部会に変遷してきたということ、また、

主任児童委員の導入により、学校との連

携も強化されてきたということが３０年

の中で挙げられる変化でした。 

 一方で変わらないものについては民生

児童委員信条がありました。地区民児協

でも毎回唱和され、大事にされています

ね。 

 

長谷川：人口増というところでもう一言。

昔と比べ知多市の人口が増えてきた、外

国人も増えてきた。そんな中で、民生委員

もニーズに応えなければいけなかったと

いうことが、今までと違う点かと思いま

す。私が入った頃はあまり人口の異動が

なかったですが、それから団地も造成さ

れ、急激に人口増が進んできた。それによ

り私たちの活動も増えてきたように思い

ます。 

河 村：まさに知多市の成長とともに、皆

さんの活動も増えてきたということです

ね。ありがとうございました。 

５地区民児協の 

活動を振り返って 

 続きまして、各民児協の取り組みの方

に移らせていただきます。それぞれの５

地区民児協の会長にお伺いします。それ

ぞれの地区民協の活動を改めて振り返っ

ていただき、ご苦労されたことや良かっ

たこと、地区会長として大事にされてい

ることなどがあればお聞かせただきたい

と思います。 

 それでは、八幡地区、松下会長からお願

いします。 

 

 

松下（邦）：八幡地区の具体的な活動状況

をお話をさせていただきますと、毎月の

定例地区民協、この会議において議題の

後に必ず情報交換の場を設けるというこ

とで、各委員の体験で良かったこと、問題

松下邦雄八幡地区民生委員児童委員協議会長 
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と思ったことなど意見交換して、全員が

参加しやすく、日常の活動の一助になれ

ばと事前に事例を抽出しています。また、

１０月は視察研修バス旅行を実施してお

りまして、地域福祉サポートちたの協力

によって、福祉関係の現状と課題を学ん

でいます。残念ながら本年はコロナ禍の

ため中止となりました。本年は１１月に

実施しましたが、毎年６月に福祉介護研

修会を開催して民生児童委員が活動しや

すいように、社協・福祉課・市民協働課な

ど行政等との協働体制を図っています。 

 あと、八幡のＹ、民協のＭをとって「Ｙ

Ｍなかよし会」という積み立てをしてお

ります。弔慰金や見舞金関係も別で集め

ているんですが、この積み立ては、任期の

３年間のうち研修や懇親を２回実施しよ

うと毎月 2,000 円ずつ積み立てしてお

りまして、基本的には民生委員としての

資質向上としていろいろな勉強を兼ねて、

一番大きな目的としては各委員の懇親が

中心となります。特にこの研修・見学会は

非常にコミュニケーションが大きな収穫

だと思っております。 

 また、八幡の中でもつつじが丘地区と

いうのは民生児童委員が任命と同時にコ

ミュニティの福祉部会員に組み込まれて

おりまして、部会の事業としてはひとり

暮らし高齢者世帯を対象に年３回のさわ

やか交流会、部会独自の福祉見学研修会・

献血運動への協力・敬老事業の協力、その

他コミュニティの各行事の実行委員とし

ても活動しています。本年はコロナ禍の

ため、３回のさわやか交流会は中止とな

りました。代替案として、ひとり暮らしの

登録の１９８名の方に、保育園の絵手紙

と私ども部会の激励の手紙、お菓子を添

えて訪問をしました。当然、訪問は感染防

止を最大限に考えてご案内と配布をいた

しました。そんなところが八幡地区のや

ってきたところです。 

 ただ、過去をふりかえってみますと、や

はり役員の中でいろいろと変化があって、

それぞれ独特に取り入れた部分も若干み

えます。そういうことも追々と地区の中

でさらに高めていきたいと思っています。 

 

河 村：ありがとうございました。続きま

して東部地区、日紫喜会長お願いします。 

 

日紫喜：東部地区は地区独特の３本柱で、

春先のこいのぼり・おひとり暮らしの方

を対象にしたバーベキュー・集い、という

この３つの、先輩から受け継いだ行事が

ありまして、それを１８人いる民協のメ

ンバーを担当を割り振らせていただいて、

１つずつ責任者を設け、１年の活動をさ

日紫喜智子東部地区民生委員児童委員協議会長 
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せていただいています。今年はコロナ禍

ということで実質活動は見合わせており

ますが、こいのぼりが一番古いですね。平

成４年４月から実施させていただいてい

て、東部福祉会館で上げているんですけ

ども東部福祉会館が開館した次の年から

上げているという話を聞いております。 

 それから、秋の高齢者との集いに関し

て、皆さんとお弁当を一緒に食べたりす

るんですが、そのお弁当に女性部員が手

作りのお味噌汁を作って、温かいものを

召し上がっていただけるようにというこ

とで、心づくしをしていました。それが平

成１４年から続いています。 

 あと、バーベキューも、ある民生委員が

地元の方でバーベキューをして楽しんで

いた時に、おひとり暮らしになるとなか

なかお肉を食べる機会も減っているだろ

うということで、バーベキューをやって

はどうだろうという話が上がりまして、

平成１７年からやることになりました。

今年はいずれも中止になっておりますけ

れども、バーベキューは１５年間、秋の集

いは１８年間続けてきました。 

 こいのぼりに関しては外で上げられる

ものなのでぜひ上げたかったのですが、

やはり昨年の２月３月頃の状態、コロナ

が出始めた頃でまだよくわからないよう

な状態だったものですから、ひとまず中

止させていただいたのですが、後からで

も「残念だった」という声もいくつか聞き

ました。今年はぜひとも数を減らしてで

も上げたいなぁという思いを皆さん持っ

ていらっしゃるので、みんなで協力して

やりたいなと思っています。それに関し

ては幼稚園・保育園にも声をかけさせて

もらっています。 

 あと、小学校での給食交流ですが、主任

児童委員を含めて１８名全員が新田小学

校で、全部のクラスには人数が足らなく

て入れないのですが、各クラスに１人ず

つ入って子どもたちと一緒に給食を食べ

て、普段は固いおじいちゃんおばあちゃ

ん、来賓として座っている姿だけではな

く、みんなの中に入ってワイワイ言いな

がら給食を食べている姿を見るという機

会にもなって、とても良いことだなぁと

思って続けさせていただいています。そ

れも今年は中止になってしまいましたが。

何かにつけてコツコツと積み上げてきた

ものが今年はコロナということで、全て

根こそぎ中止という結果になったことが

とても残念な思いでおります。 

 

河 村：ありがとうございました。続きま

して中部地区の阿部会長お願いします。 
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阿 部：中部地区は、佐布里・朝倉といっ

た古い地区の人たちと、その後の新興団

地といいますか、次々と増えた住宅地と

の入り混じったところで、非常に各地区

の特色というのがものすごくあるもんで

すから、それをまとめて一律にというの 

は難しいなというのを１０年前民生委員

になった時に感じていました。実は私が

ここに住んだ時、１９８０年頃なんです

けども、民生委員の方が佐布里地区で２

人おみえになったんですね。その方たち

は２０年近く民生委員をやっておられて、

今私が１１年目になりますが、仕事の中

身について、昔は本当に「名誉職」といっ

たところで、会うのは小学校の卒業式と

か入学式とか、そんなところだったんで

す。今は良き隣人、つなぎ役といったとこ

ろでみんな一生懸命にやっていて、頑張

っていると思っています。 

 

 私が民生委員になった時に「阿部さん、

最低でも３期はやってよ」って言われま

して、えっ！と思ったんですけど、今もう

４期目になってしまって、やはり長く続

けるというのは、楽しく活動できないと

いけないなと思っています。良き隣人も

そうなんですけども、民生委員の皆さん

が仲間であり、良い友がたくさんできる

ようにと考えています。年に２回意見交

換会と称して交流会をやったり、夏場の

涼み会と忘年会または新年会、それと県

内の外部施設を視察するということを続

けています。私が普段思っているのは、民

児協というのは上位解脱の組織ではない

と思っています。委員一人一人が平等な

組織であって、私は今会長をしています

が、役についているのも、たまたま役割分

担でその役を担当しているだけだと。み

んな平等なんだよ、ということをいつも

頭に入れて活動しているつもりです。で

すから定例会の時は、できる限り全員か

ら意見を聞くようにしています。時間が

なくて難しい時もあるんですけど。 

 それから、各福祉部会の報告もしっか

りしてもらってしています。報告書を出

し、口頭で説明してもらって、その中から、

先日は「ヘルプマーク・ヘルプカード」の

話が出ていたんですけども、それを深く

掘り下げて、また報告してもらったりと

いうように。 

 もう 1つは、やはり民生委員には教育・

研修をしっかりやって、個人の力量をア

ップするということが非常に大切だなと

思っています。今年はコロナの影響を受

け研修もさっぱりできなくて残念ですが、

中身として２つあって、１つは、日常活動

で対象者の皆さんとどのように接触して

良き隣人・つなぎ役としての脇役の役割

を果たせるようになるのかというのと、

もう１つは介護施設や包括支援センター

など関係各種機関の話を聞く、あるいは

直接見て、携わっている人たちの声を直

接聞いてもらって感性を高めるような、

そういうことをやっていきたいなと思っ

阿部直弘中部地区民生委員児童委員協議会長 
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ています。個人の勉強研修と施設見学の

２本柱で考えているんですけども、施設

の見学は全然できずに終わってしまって

います。それで、定例会の時に、Ａ４で１

枚の簡単な資料を作って、例えば昨年の

1月には、活動記録記入上の注意点、とい

うものをまとめてみんなで話しています。

民児協の運営方針・役割というのは１期

目の人に向けてですね。特に知っていて

ほしいということで、やってきているん

ですけど、それから、民生委員の守るべき

こと・やってはいけないこと、災害時の活

動指針について１０項目あるもの、民生

委員の守秘義務、もしこんな相談があっ

たらどうしますか？というような高齢者

の問題に対してみんなでディスカッショ

ンしています。だいたい１時間半で定例

会は終わりにしようと心がけています。

その後仕事に行かれる方も何人かありま

すので。他には包括支援センターの説明

を受けたり、先月は生活支援コーディネ

ーターをテーマに、支え合い社会を作る

ためにどういうことをやっていくのか、

ということを説明してもらって、という

ように、そういう時間を３０分くらい設

けています。外部に出ていくことは難し

いもんですから、１つ１つを地道にやっ

ていこう、そんな活動です。 

 

河 村：ありがとうございました。続きま

して、知多地区の榊原会長お願いします。 

 

榊 原：知多地区会長としまして務めさ

せてもらっておりますけども、メンバー

のチームワークというのを一番大切にし

ております。例年ですと任期３年のうち

１年目は、新しいメンバーに加えて退任

されたＯＢも交えて視察旅行を実施して

きました。例えば、東日本大震災被災地の

陸前高田から三陸鉄道の視察をしたこと

が一番印象に残っているんですけども、

宿泊地でも被災語り部のお話を聞くこと

ができました。そして夜遅くまでお互い

の感想を語りあう、そんな機会に恵まれ

たことが今でも印象に残っています。 

 ２年目は日帰りの移動民協という形で、

長久手市にありますゴジカラ村や半田市

にあります ならわ学園、そして市内放課

後子ども教室・児童クラブといったとこ

ろを視察させていただいて、地域の様子

やあるいは施設の様子を見学することが

できました。 

 ３年目は、退任される方への感謝と新

任の方を迎える歓迎の気持ちを交換しつ

つ、親睦を深める歓送迎会を行う、こんな

形で１期３年を構成してまいりました。

その中で委員としての資質を高めるとと

もに、メンバーの親睦を深めるという目

的で活動してきました。今年度は例年の

ようにはできませんでしたが、秋に社協

の協力で生活困窮者への支援についてお

話を伺い、更に車いすの体験を行うこと

ができました。ペアになって乗る人と押

す人、和気あいあいと活動することがで

榊原精喜知多地区民生委員児童委員協議会長 
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きました。知多地区はこんなチームです。 

 

河 村：ありがとうございました。それで

は最後に長谷川会長、旭南地区民児協会

長の立場でのご紹介をよろしくお願いし

ます。 

 

長谷川：旭南地区は他の地区と違って、３

つの小学校区を抱えております。大体が

中学校１校区に小学校２つというところ

が多い中、うちだけ中学校１校区で小学

校３つあるもんですから、特異なところ

ですね。３地区ありますので、その３地区

の民生委員の活動と全体の活動を考え、

それぞれの小学校の校長先生とお会いし

たり、保育園も含めて、そういった情報交

換を第一に考えております。年２回、情報

交換や懇親を深めるということで、先生

方との懇親を深めるとともに、私たちの

懇親も深める、皆さんの地区でもやって

みえますが、親睦を深めることを重点を

おいてやっております。和気あいあいも

そうですけども、早く仲間や活動に溶け

込んでいただくということを考えており

ます。そのうえで、情報交換はもちろん、

報告会、事例研究、役員会からの伝達とい

った活動も展開してまいりたいと思いま

す。 

 地区にはいろいろな施設があったり、

コミュニティも３つありますので、これ

らとの親密な関係を保っていくというこ

とで情報交換を欠かさない、というとこ

ろでございます。ですから、地域をつなぐ、

地域を守る、地域から学ぶということし

っかりとやっていきたいと思っておりま

す。 

 また、私たちの地区では平成４年・５年

と２年間にわたって県からの依頼があり

ました。「地域に根差した老人福祉」とい

うテーマをもって、県からモデル民協の

指定をいただいて活動し、それが今も伝

わっているところでございます。その１

つは安心ポットの取り組み。高齢者に対

する対策ということで、新旧住民、特に団

地が新しく造成されておりますので、高

齢化をいち早く見据えた活動を展開して

まいりました。 

 また、どの地区にも規約はあると思い

ますが、時代に即応した規約や、慶弔規程

のもと、活動をしています。 

 

河 村：ありがとうございました。各地区

民児協それぞれ多様な取り組みがありま

すけど、やはり研鑽や連携というのはす

ごく共通する部分というのを感じました。

これはまた後ほどお話をお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それでは次の質問へ移らせていただき

ます。社会福祉協議会の佐藤事務局長に

お伺いします。先ほどの長谷川会長のお

話の中にも部会の変遷のお話がありまし

た。民生委員の献身的奉仕的な活動の基

軸の中に、女性部会だけで行っていたボ

河村康英社会福祉協議会地域福祉課長 
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ランティア活動を、全員の活動とするボ

ランティア部会の設置に至った経緯のお

話がありました。社会福祉協議会はボラ

ンティアセンター業務を行っていますが、

ボランティアを取り巻く環境の変化等に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

ボランティアを取り巻く 

環境の変化とともに 

 

佐 藤：はじめに、社協としてボランテ

ィアの啓発支援の経緯から申し上げま

すと、社協のボランティアセンターが

立ち上がったのが昭和６１年というこ

とで、今年で３５年目になります。 

３０年以上にわたり、センターを拠点に

ボランティアさんの支援をしてきたとい

う実績があります。その立ち上げの当初

は福祉系に限った支援でしたが、それか

ら２０年後、平成１７年には総合ボラン

ティアセンターという看板を掲げて、福

祉分野だけでなく教育・文化・環境・災

害と、より広い範囲を対象にして活動拡

大しました。その２年後の平成１９年、

市が市民活動センターを開所した、それ

を機会に拠点を移しまして、いわゆる無

償ボランティアを中心としたところを社

協が担って、ＮＰＯや市民活動と連携し

て地域での課題の解決に向けた仕組みづ

くりを支援するという視点をもってやっ

てきました。そして現在に至っておりま

す。 

 昔に比べまして、福祉制度が充実し

てきてはいるものの、まだ福祉制度で

は賄えない隙間の部分を、ボランティ

アさんに担っていただいています。実

際に、買物支援ボランティアや傾聴ボ

ランティアを養成するなど、時代のニ

ーズに合った活動を支援しています。 

 民生委員さんも、行政的な役割を担

う特別職の地方公務員という立場と、

無償のボランティアという２面があ

ります。皆さんそれぞれ民生委員とし

ての立場ではなく、実際地域でボラン

ティア活動もしてみえると思います。

地域のために自主的に活動していた

だいているということで、本当に頭が

下がる思いです。地域の状況としては、

ひとり暮らし高齢者もたくさん増え、

また、新しく８０５０世帯や、コロナ

禍で生活に困窮される方も増えたり、

子育てに介護といったダブルケアに

苦労している方もみえるということ

で、そういう面で民生委員、ボランテ

ィアの力が必要になってくるという

佐藤守重社会福祉協議会事務局長 
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傾向にあるかと思います。 

 一方最近では、定年後にもまだ働かれ

る方が増えたり、女性では専業主婦とい

う方が少なくなりフルタイムで仕事をさ

れる方も増えて、自由な時間というか、

ボランティアに費やす時間がなかなか取

れないということで、これから先もボラ

ンティアが増えるかというとそれもなか

なか難しいのかなと思います。先ほど言

いましたように民生委員・ボランティア

の力がなければ地域の課題解決にはとて

も結びつかないものですから、こうした

状況を踏まえて、社協も民生委員さんを

いろいろな面で支援したり、ボランティ

アの育成に今まで以上に力を注いだりし

ていきたいと思います。 

 

河 村：ありがとうございます。いわゆ

る奉仕活動というと自己犠牲的なイメ

ージがありますが、お話にもありまし

た多様な社会の中でいろいろな活動の

幅が広がっているというところもあり、

ボランティア活動で自己実現をしてい

くような捉え方もあるということで、

今後とも民生委員さんとともに進めて

いく視点が必要かと思います。 

 それでは次の質問に移ります。榊原会

長と阿部会長にお伺いします。阪神淡路

大震災から２６年、東日本大震災から１

０年を迎えようとしていますが、地域で

の見守り活動と災害時の支援を考える

「あんしんとなり組・災害時要援護者支

援事業」の取り組みを平成２０年度から

市と社会福祉協議会と推進していますが、

平常時の見守り活動の課題や災害時の取

り組み等について何かご意見があればお

願いしたいと思います。 

 それでは榊原会長、お願いします。 

地域での支え合い活動と 

災害支援に思うこと 

 

榊 原：非常に身近な例で申し訳ない

ですが、私的な部分も含まれてきます

けど、まず地域防災会という組織に民

生委員は参加しています。そこでは防

災知識を学んだり地域実態把握に努め

てきました。例えば地域実態把握のた

めに、地区の駐在員の方とそれぞれが

持っている情報を許す限り交換し、地

域を知るということに努めてきました。

実はこの活動はもう３年前になります

か、ＮＨＫの取材を受けまして、「防災

減災今できること、自主防災組織」とい

うかたちで報道されました。貴重な体

験をさせていただいたと思っています。

別の面で、私が任期中に２度の火災被

災者の支援を体験することになりまし

た。１回目はまだ経験の浅い頃でして、

被災者の身内の方への連絡ぐらいしか

できませんでした。その際先輩から、日

赤からの物資支援をすることを教わり

ました。実は昨年の冬、２回目の火災が
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ありました。この時は福祉課と連携し

て物資の支援、それから事後の相談と

被災者に寄り添った支援をすることが

できました。先輩から教わったおかげ

でこのような動きがとれたんだなぁと

いう風に自己満足しています。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の

流行で諸活動に影響を受けたわけですけ

ども、特に高齢者世帯に対して関わりに

支障がありました。そこで親族でさえ疎

遠なことの多いひとり暮らし高齢者や高

齢者世帯へ、暑中見舞いというかたちで

声掛けをしたらどうかと提案しましたと

ころ、共感いただきまして実施すること

ができました。さらに、年賀状により新

しい年を迎える喜びを共有し、健やかな

生活を願う気持ちを伝えるという活動も

できまして、中には返信をくださった高

齢者の方もありました。今後こういう関

係が続いては困るわけですけども、直接

気軽に話し合える世の中になってほしい

なとは思っておりますが。 

 もう 1つ別件で、２年前、ひとり暮ら

し高齢者の孤独死に遭遇しました。一報

は、近所の方から「夜になっても明かり

が灯らない。」という連絡をいただきまし

た。早速訪問して声掛けをしましたけど

も応答がなく、どうしようかと思いまし

たが、一人では心細かったので、同じ民

生委員の中で孤独死に遭遇した経験のあ

る方についてきてもらいました。そした

ら「絶対入ったらだめだ」と。まずは警

察へ通報しようということで連絡して、

その間親族への連絡もしているうちに警

察も着て、結果やっぱり孤独死というこ

とでした。その方とは月に１回生活保護

の書類を届ける機会に面談をしている関

係でしたので、こんな別れになったこと

は忘れることができません。見守りとい

うことにはならないかもしれないですけ

ども、任期中にこんな経験をさせてもら

いました。 

 

河 村：ありがとうございました。続き

まして、阿部会長お願いします。 

 

阿 部：私が住んでいるのがにしの台１

丁目、１・４丁目町内会という 1,150

世帯くらいある、全くの新興住宅で、そ

れこそ南は九州、北は北海道全国いろん

なところから集まってくる、そんなとこ

ろです。佐布里地区の方は昔からのとこ

ろで、多少後から入った人たちもいます

が、昔の字というんでしょうか、以前見

せてもらったんですが、個々の世帯の全

員の住民台帳が作ってあるんです。よく

こんなことができるなぁと思って、我々

にはとてもそんなことはできないんです

けども、私の前任の民生委員さんが、あ

んしんとなり組事業をぜひやろうという

ことで取り組んでおられて、2010年

だったと思いますが私が民生委員をスタ

ートして、そのすぐ後 2011年に東日

本大震災が起きました。私は実は岩手県

で小学校を出て、中学校からは仙台にい

まして、私の家族や親族もみんな岩手

県・宮城県にいたんです。今もいるんで
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すが、先ほど知多地区で陸前高田に行か

れたという話もありましたけど、私は陸

前高田の隣の、大船渡というところに行

って、そこには姉が嫁いでいまして、津

波にごっそりやられたんです。それを見

て、やっぱり災害は忘れたころにやって

くるといいますが、なんとかしておかな

いといけないなと。というのは、東南海

の地震がいつ来るのかはわかりません

が、必ず来るんですよね。阪神淡路大震

災の例を見ても、救出された人たちの

70～80％の人は隣人や親・兄弟などの

身近な人に「あの人がいない、探して」

と直接助けられた人が多くて、そういう

のを見ているとやっぱり、あんしんとな

り組事業というのは、やっておかないと

いけないと思っていたんです。 

 にしの台１・４丁目で具体的に動き始

めたのは平成２２年頃だったと思います

が、町内会で協力し合ってやらないとダ

メだと思い、町内会の新年度で１回目か

２回目の班長会の時に、長寿課・社協・

民生委員とで、「あんしんとなり組・災

害時要援護者支援事業」の説明会を毎年

続けています。もう 10年近くになりま

すが、班長さんには「そんな重い役割で

はないので、できる範囲でやってくださ

い。何かあったら連絡をください。民生

委員や町内会長に連絡すればそれで終わ

りでいいですから。」という負担のかか

らないような形でこの事業をやっていま

す。 

 具体的に民生委員に「ちょっとおかし

いよ」「お隣の雨戸がずっと開かない」

という連絡は年に２・３回あります。今

までのところはそんなにないんですけど

も。班長さんは大体平均すると１５年に

１回のペースで回ってくるんです。１５

年経てば皆こういう事業があるというの

をわかるようになるかなと、辛抱強くや

ろうということを町内会長さんに毎年言

っています。 

 最近は梅が丘とにしの台２・３丁目の

方も同じような方法で、もちろん改良し

てやっていると思いますがやられていま

すし、できれば新知の方にも広げていき

たいなぁと思っています。ただ民生委員

にやれやれと言っても無理でしょうか

ら、我々が地道にやっていればいつかは

伝わるんじゃないかな、と思っていま

す。 

 一番心配なのは、今、町内会の加入率

が減っているんですね。昭和５５年（１

９８０年）ににしの台１・４丁目町内会

ができて、その時の加入率は８５％～９

０％近かったんですね。それが今５５％

くらいまで下がってきてしまって。特に

若い人が町内会に入らないようなケース

が多くて、これは何とか、市の協力もも

らって手を打たないといけないなと思っ

ているところです。 

 

河 村：ありがとうございました。駐在員

さんや町内会・自治会との連携・協働なく

しては進められない、というお話をいた

だきました。しかしながら、町内会加入率

の低下の影響もある現状のご指摘もあり

ました。今度は松下福祉部長にお尋ねし

たいと思います。行政の立場で地域共生

社会を推進するうえで、今話題にありま

した「あんしんとなり組・災害時要援護者

支援事業」の課題や展望、民生委員児童委
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員の皆さんの役割等について伺いたいと

思います。また、個人情報保護の有効な活

用についても何かご意見があればお願い

したいと思います。 

あんしんとなり組・災害時 

要援護者支援事業の展望 

 

松下（広）：民生委員児童委員の皆さまに

は、日頃から福祉行政へのご協力、地域福

祉の推進にご尽力いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 また、本日、これまでの皆さまの活動内

容や熱い思いを直接お聞きすることがで

きまして、改めて感謝いたしております。

ありがとうございます。 

地域共生社会の実現のためには、住民、

コミュニティなど、地域に関わるすべて

の力を合わせ、互いに支え合うことが必

要です。 

 

あんしんとなり組・災害時要援護者支

援事業は、災害時の要配慮者の支援、特に

配慮を要する人の避難を、いかに迅速に

行い、どう支援するかという課題があり、

地域の絆やコミュニティの役割の重要性

が改めて見直されています。 

この事業では、民生委員児童委員の皆

さまの日頃からの見守りや相談などによ

る住民との信頼関係が大変重要となりま

す。 

現在のコロナ禍においては、直接、お顔

を合わせることが制限され、活動も慎重

にしていただいている状況でありますが、

引き続き、感染症対策を実施いただき、活

動をとおして信頼関係を築いていただけ

ればと思います。 

 個人情報の活用につきましては、過日、

１月 24 日のあんしんとなり組・災害時

要援護者支援事業研修会「守秘義務とネ

ットワーク～個人情報の有効な活用のた

めに～」において、講師の渡辺哲雄さんか

ら、氏名、生年月日等により、特定の個人

を識別できる個人情報と、個人が自分に

関して知られたくない情報のプライバシ

ーを含めた守秘義務についてお話を伺い

ました。 

民生委員児童委員の皆さまが活動を通

して情報を得る個人情報やプライバシー

については、ご承知のとおり民生委員法 

第 15 条により定められており、住民一

人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、

秘密を保持する守秘義務があります。 

皆さまにお願いしています災害時要援

護者名簿の登録の際には、あんしんとな

り組・災害時要援護者支援事業の災害時

はもちろん、平常時の活動支援のために、

ご本人様から情報提供の同意をいただい

ています。 

しかしながら、社会にとって有用な活

動のためには、個人情報を有効に活用す

る必要があります。取扱いには充分ご留

意いただき、ご活用いただきますよう改

松下広子福祉部長 
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めてお願いいたします。 

 

河 村：ありがとうございました。プライ

バシーは犯してはいけないが、同時にプ

ライバシーに触れる活動であるため、活

動においては守秘義務を肝に銘じて行う

ことが必要であると思います。 

 今度は小嶋子ども未来部長にお伺いし

たいと思います。子どもを取り巻くさま

ざまな環境のなかで、不登校や児童虐待

等の問題がございます。安心して子育て

ができて、子どもが健やかに育つことが

できる地域を作っていくために、児童委

員や主任児童委員の果たす役割について

お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

健やかに育つことができる 

地域づくりのために 

 

小 嶋：近年、少子化や核家族化などによ

り、育児に不安を抱える子育て家庭が増

えていることや、後を絶たない児童虐待

報道などからも、子どもや子育て家庭を

取り巻く環境は、複雑で多様化し、深刻化

していると感じます。 

不登校やひきこもり、いじめ問題、また、

児童虐待では、保護者が生活や子育てに

追い詰められることで起こることが多い

のですが、本市においても、暴力やネグレ

クトなどの虐待に苦しむ子どもや家庭が

あります。 

このような状況の中、市では平成２７

年度から青少年会館の若者支援センター

で、不登校や引きこもりなどで悩む若者

や家族から相談を受け、自立や就労に向

けた支援に取り組むとともに、いじめに

ついては平成２９年度にいじめ問題対策

連絡協議会を設置し、いじめの根絶を目

指しています。 

 また、子育て総合支援センターでは、子

育てに不安や心配を抱える保護者が安心

して子育てができるよう、相談や家庭訪

問などに加え、平成２８年度からは、子育

て支援を円滑に利用できるよう、子育て

コーディネーターを配置し、利用者支援

事業を行っています。 

 こうした支援や取り組みを、問題を抱

える子どもや子育て家庭につなげること

が大事であり、そのためには、地域の見守

る力が重要だと思っています。 

民生委員・児童委員の皆さまには、地域

での身近な相談者の立場から、地域の子

どもや子育て家庭の様子などを見守って

いただくなど、大変心強い存在であり、見

守りの中で、さまざまな支援につなげて

いただいています。 

また、新型コロナウイルス感染防止の

ため、今は、お越しいただくことができま

せんが、これまで、保育園や幼稚園の行事

に足を運んでいただき、園児とふれあい、

成長を見守っていただいています。 

主任児童委員の皆さまには、日々の地

域での見守りを通して、支援を必要とす

る児童、妊産婦、ひとり親家庭等の把握や

相談、情報提供など、様々な地域活動のほ

か、主任児童部会での研修会を始め、要保

護児童対策地域協議会やいじめ問題対策

連絡協議会にご出席いただいています。 

民生委員・児童委員の皆さまには、日頃
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より、こうした子どもたちの健全育成に

ご尽力いただいていますことに深く感謝

申し上げます。 

皆さまには、これからも市や関係機関

と連携・協働しながら、問題を抱える子ど

もや家庭に必要な支援やサービスをつな

げていただきますようよろしくお願いい

たします。 

また、安心して子育てができ、子どもが

健やかに育つことができる、あいさつや

声を掛け合うことができる地域づくりに

引き続きご協力いただくとともに、ひき

こもりや不登校、いじめや児童虐待など

の問題解決に向け、ご支援いただきます

ようお願いいたします。 

 

河 村：ありがとうございました。児童虐

待や子どもの貧困のお話もありましたが、

子どもをめぐる問題には子どもと保護者

双方の支援が必要だというお話がありま

した。子どもの支援を児童委員、その後の

ご家庭の支援・保護者の支援は民生委員、

そういった部分で、双方の軸を持ってい

るところが、民生委員が児童委員を兼ね

ている役割があるのかなと思いお話をお

伺いしました。 

 続きまして、日紫喜会長に質問をお願

いしたいと思います。長谷川会長からは

女性委員が増えてきたという経緯のお話

がありましたが、男性委員は子どもに関

する活動は参加しづらいという意見をお

聞きしたことがあります。学校や保育園

の連携等で何か工夫されていることがあ

れば教えていただきたいと思います。 

学校や保育園との 

連携の工夫 

 

日紫喜：先ほども少しお話ししました

が、新田小学校で各クラス 1人ずつ入っ

て給食を一緒に食べる時、初めて入った

時には、やはり男性の委員さんからは

「居場所がない」「居づらい」ような話

を耳にしたことはあります。でも最近は

子どもたちの方も気を使って会話に入れ

てくれたり、担任の先生も気遣ってくだ

さるので、給食を食べることが一番の目

的なので何とか済ませているようです。 

 あと、東部には幼稚園・保育園が一園

ずつあるんですが、幼稚園の方では毎年

１２月にサンタクロースが来園します。

その役は民生委員に声がかかり、男性委

員が一名サンタクロースに扮して園児た

ちと交流し、すごく喜ばれています。今

年はコロナ禍ですので、サンタクロース

もすごく気を付けて、パッと出てくるの

ではなく窓からチラッと見える程度だと

か、いろいろと工夫したサンタクロース

になったようです。それも毎年のこと

で、園児も卒園するまでの２～３年の間

の思い出としてサンタクロースと歩んで
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きたよ、というのが結構楽しい思い出と

して残るのではないかと、できれば続け

ていきたいという園からの要望もありま

して、参加させていただいています。 

 あと、先ほどもお話にあった児童虐待

の問題に関しては、もし自分の地区の子

どもが対象になっているような場合は、

決して一人で動かないように、主任児童

委員も行政の担当課も学校も含めて、本

当にデリケートな問題が多いという風に

伺っているので、安易にお声掛けしたり

しないように、学校に行ったりするとき

でも遠目に子どもたちの様子を見るのは

いいですが、気を付けながら活動できる

ように心がけています。 

 あとお母さんだけじゃなく、お父さ

ん・お母さん両方のお話が聞けるような

状態だといいのかなと思ってます。やは

りお話の上手な方だとそちらの方に話が

引っ張られてしまって、お母さんの話ば

かり聞いていると実際は違っていたり、

ということもあるので、学校側も気を付

けながら対応しているようですので、私

たちも、お見かけするようなことがあっ

ても、そのようなご家庭は簡単に声掛け

をしないようにして、見守るということ

に気を付けるように活動しています。活

動といえるのかわかりませんが、何かあ

りましたら行政の方につながせてもらっ

たりして、私たちが直接動かない方が良

いこともあると思って、そのような形で

伝わるようにしています。 

 

河 村：ありがとうございました。最後の

児童虐待について、関係機関との連携を

とるその手前の段階で民児協として連携

して対応を協議されてるというのは、な

るほどと思いました。 

それでは再び５地区会長にお伺いした

いと思います。先ほど来からコロナ禍の

話は出てきておりますが、新任民生委員

さんに活動や民生委員のことをお伝えし

ようと思っても苦慮するというお話があ

りました。逆に、皆さま方が新任時代に先

輩委員から学んだ活動のイロハや、今の

新任民生委員に何かエールを言うとした

ら、もしもご自分の新任時代に会ったら、

今のお立ち場からどのような言葉を贈ら

れるか、一言ずつお願いしたいと思いま

す。長谷川会長からお願いします。 

新任民生委員児童委員 

へのエール 

 

長谷川：先輩の民生委員さんから新任に

なった時に聞かれたのが、研修の機会は

多くあるから、いっぱい出ていくと勉強

になるよということ、それから、経験的・

体験的に身につけるしかないんだよとい

うこと、それから例えとして、吸い取り紙

のようになりなさいよ、と先輩に教えて

いただいたことを今思い出しています。 

 民生委員は視察など、研修の機会がた

くさんあるので、その受け身を大事にし

ていきたいと思っています。それからも

う１つは、知らないうちにやりすぎたり、

世話をしすぎてしまうことがあるので、

お年寄りや地域の人たちのやるをなくす

ような援助の仕方や声のかけ方はいけな

いということで、自活能力を高めるよう
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なことはしても良いが、それを削ぐよう

なことはやめなさいということを言われ

ました。 

 それから、特に高齢者なんですが、「あ

なたの空いてるときにやればいいよ」「い

つでもいいから」と言われたのですが、５

分くらい経ったらすぐ電話がかかってき

て、「できた？」と言うんですね。ですか

ら、お年寄りの「いつでもいいよ」は「す

ぐやれ」ということなんだと自覚しまし

た。 

 

河 村：ありがとうございました。続いて

榊原会長、お願いします。 

 

榊 原：先輩からたくさんのことを教わ

ったんですけども、その中で一番強調さ

れていたことは、「地域の方とのあいさつ

や声掛けをすることを大事にしなさい。

そうすれば、地域を知ることができるし、

地域から知ってもらうことができるよ。」

と言われました。また、先ほど日紫喜さん

からもお話がありましたが、単独で行動

せずに、複数で行動することがいろいろ

な面で役に立つよ、ということを教わり

ました。先ほどお話しした災害の時の話

につながるんですけど、火災被災者の支

援、孤独死に遭遇した時の対応、このアド

バイスのおかげで、行政につないだり警

察につないだり、パイプ役が果たせたん

じゃないかと思っています。このような

アドバイスを、今後は新しい方にも伝え

ていって、民生委員活動ができるように

したいと思っています。 

 

河 村：ありがとうございました。続いて

阿部会長、お願いします。 

 

阿 部：民生委員一人じゃないよという

ことですね。困ったら同じ民生委員誰か

に相談して、絶対に一人で抱えちゃダメ

だよということ、それから、楽しくやって、

ということ。先ほど長谷川会長からもあ

りましたが「都合の良い時に」というのは、

すぐにやってほしいんです。だからそう

いう時は、対応を早くするとか、フットワ

ーク良くするということが大事だと思い

ます。やった方が良いかな、やらない方が

良いかな、と迷う時は思い切ってまずや

る、という風に言いたいです。 

 

河 村：ありがとうございました。続いて

日紫喜会長、お願いします。 

 

日紫喜：対象になるお年寄りに対しては

もちろんなんですが、地区民協のメンバ

ー同士がギスギスしていると、何をやる

にしても、お年寄りや子どもに対して、こ

ちらが温かい気持ち、思いやる気持ちが

出にくくなるんじゃないかと思います。 

 地区民協のメンバーが交流がしやすい

ように、また話がしやすいように、たまた

ま私は会長をさせていただいていますが、

会長だからということではなくて、誰に

対しても困ったことや何か話したいこと

があったら、それが聞き取れるような状

態にできたらいいな、ということに気を

付けているつもりです。できているかど

うかはわかりませんが。 

 

河 村：ありがとうございました。では最

後に松下会長、お願いします。 
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松下（邦）：私の先輩から聞いた話なんで

すが、新任の時に、特に民生委員になった

ら、相談相手の金銭的なこと、その方の身

内関連に首を突っ込んではいけないと、

それはタブーだよということと、いろい

ろな書面は注意しなさいと言われました。

要は、もし困ったりわからないことがあ

ったら、前任に聞くか、その地区の役員、

あるいは行政の担当者に聞きなさいとい

うことです。手術の立ち会いだとか警察

の身元引受人だとかいろいろありますが、

常に行政との連絡調整のもとにやってき

ました。 

 新任の皆さんに対して一番わかりやす

いのは、いろいろ話をしていて判断がつ

かない場合、私は特に新任の皆さんには、

民生委員として何をまず優先するか、こ

れは自分であると思います。まず自分が

あり、自分の家庭があり、それから活動だ

よという話をしています。そして１期３

年の任期を緩やかに果たし、できれば２

期目を迎えてほしいと。あまり急いて詰

め込むと逆に大変です。それこそ３年だ

けでも辛いということになるかなぁと思

っています。 

 

河 村：ありがとうございました。５地区

会長の皆さんの凝縮されたお話でした。 

それでは続きまして、松下部長、小嶋部

長、佐藤局長にお伺いしたいと思います。

これまでいろいろとお話をお聞かせいた

だきましたが、民生委員の役割の重要性

とともに、社会生活の多様化による民生

委員の活動の幅が広くなってきていると

いうようなこともお話にありました。や

りがいを感じる一方で、負担軽減や活動

の見直しの声も聞かれます。改めて、社会

福祉事務所の協力機関として、また社協

とともに地域福祉を推進する上で民生委

員児童委員に期待、お願いすること等に

ついてお聞かせください。 

民生委員児童委員に求められる 

役割の増加と負担軽減 

 

松下（広）：民生委員児童委員の皆さまに

は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯

生活状況調査をはじめ、地域住民の生活

状況を把握し、相談相手となって、助言、

援助をしていただくなど、地域の身近な

支援者の役割を担っていただいています。 

少子高齢化の進展、核家族化や単身世

帯の増加に伴う生活課題、福祉課題は多

様化、複雑化しています。そのような中、

地域住民の一人ひとりのお顔や暮らしが

見え、身近でなければ気付けない課題に

対する相談役、アンテナ役として必要な

支援につなげていただきたく存じます。 

民生委員児童委員の皆さま方は、地域

住民にとりましても、行政にとりまして

も、必要な支援に一早くつなげていただ

くために、なくてはならない存在です。 

社会福祉の向上のため、住民と行政と

の橋渡しを引き続きお願いいたします。 

 

河 村：ありがとうございました。続いて

小嶋部長、お願いします。 

 

小 嶋：子どもの関係で申しますと、平成 
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２６年３月に制定した知多市こども条例

では、「子どもの権利を保障し地域全体で

子育ちや子育てを支えあう仕組みをつく

ることにより、子どもにやさしいまちづ

くりを進めること」を目的とし、第６次知

多市総合計画でも、まちづくりの基本的

な考え方のひとつに「地域全体で子ども

を大切に育てる」とあります。 

 また、今年度から取り組んでいる第２

期知多市子ども・子育て支援事業計画で

は、「地域ぐるみで支えあい、すべての親

と子が 自分らしく育つまち」を基本理

念に、子育てに関する支援事業の推進を

図っています。 

 先ほどもお話しさせていただきました

が、問題を抱える子どもや育児に不安を

抱える子育て家庭が、必要な支援を受け

ながら安心して生活していくためには、

地域の方々と連携し一体となって支援し

ていくことが必要です。 

 こうした地域にしていくためには、地

域に密着した民生委員・児童委員の皆さ

まのお力が不可欠であり、これからも地

域での信頼関係の中で、誰もが元気に安

心して暮らせる地域づくりにご協力いた

だくとともに、先ほど日紫喜会長からも

お話がありましたが、心配な家庭は情報

をいただき、市と連携し、子どもや子育て

家庭を見守っていただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

河 村：ありがとうございました。続いて

佐藤事務局長、お願いします。 

 

佐 藤：お二人の部長と似たようなこと

にはなりますが、まずは支援の必要な方

の情報を専門機関につないでいただくと

いうことが一番のお願いしたいことだと

思います。昔に比べていろいろな専門機

関が設置され、高齢者、子育て、障がい者、

生活困窮、それぞれの専門機関がありま

すので、そこへつないでいただくことが

一番かと思います。民生委員さんの中に

も、任期がまだ短く経験が浅い方も見え

ますが、社会福祉協議会は民協の事務局

ということで、福祉部会の担当職員がそ

れぞれついておりますので、民生委員さ

んに福祉制度の情報などをお伝えする機

会も多くあります。そういったところを

捉えて、中身の濃い部会活動ができるよ

うに社協も取り組んでいきたいと思いま

す。 

 また、少し立場を変えて共同募金委員

会の事務局の立場から申しますと、長谷

川会長には共同募金委員会の会長もお務

めいただいているわけですが、市内の会

社・事業所などから募金いただく「法人募

金」を民生委員の皆さんにお願いしてお

ります。これは、古くから続いている歴史

でもありますが、地元の商店や事業所と

いった企業とのつながりという部分を、

日頃から地域を足で回り、各所と関係を

築き、地域のことが一番見えている民生

委員さんにお願いすることで、商店や事

小嶋京子子ども未来部長 
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業所にも安心してご協力いただけており

ます。また民生委員さんからは、地域の住

民の暮らしを支えているお店や会社に足

を運び、会話しつながることで、長い目で

見ると、民生委員の地域のつながりにと

ってもプラスになっている、というお話

を伺ったこともあります。本当に頭の下

がる思いです。ありがとうございます。 

 ただ、民生委員の中にも働きながらと

いう現役の方もいらっしゃいますし、市

や社協からの依頼もたくさんありまして、

それをこなすだけで精いっぱいの方も実

質いらっしゃると思います。そういった

ところも行政や社協が理解して、負担に

ならないような形での依頼も気を付けて

いかなければいけないなと思います。 

 民生委員さんの負担軽減という意味も

とらえての意見ですが、地域には、おひと

り暮らしでも元気に自立している方もい

らっしゃいますので、そういった方が支

援する側に回っていただけるように民生

委員さんからも声掛けしていただければ、

地域で支援の必要な方、例えば老人クラ

ブに加入しない、サロンにも参加してい

ない方、社会とのかかわりの少ない方を、

ご近所に住む元気な高齢者の方が声掛け

や見守りをしていただければ、ご負担も

多少は減るのかなと思います。そういっ

た意識を持ったお仲間が増えれば、地域

全体の意識や行動も少しずつ変わってい

き、長い目で考えれば、安心して暮らせる

地域づくりにつながるのかなと思います。

地道な活動でなるべく負担のかからない

ような活動を続けていただきたいと思い

ます。 

 

河 村：ありがとうございました。 

地域とのかかわりについて次に話を進め

させていただきますが、地域、自治会、民

生委員の関係といったところで松下会長

にお願いしたいと思います。時代は昭和・

平成・令和と移っていますけども、これか

らの地域づくりを考えたときに、コミュ

ニティや自治会と民生委員との連携や役

割についてお感じになられることがあれ

ば教えてください。 

自治組織と 

民生委員児童委員との関係 

 

松下（邦）：あったらいいな、できたらい

いな、という観点で２点ほど。昔から向こ

う三軒両隣ということで、今の町内会や

班についていろいろ議論があるところで

すが、やはり最低でも知多市の７０の行

政区の中にそれぞれ集会所機能を持った

居場所を設置していただいて、管理・保全

は市が負担して運営は自治会が行う。そ

の中にサロン・サークル・老人会・民生委

員・子ども会・駐在員などあらゆるところ

がそこへ入る。大げさに言うと小さな市

役所のような、そういうイメージで思っ

ているのですが、これからは地域共生の

要として、子育てや高齢者の相談場所と

して集まりやすい場所が必要かと。一部

ではすでにやっているようですが、そう

いう体制が取れると良いと考えました。 

 ２つ目は、いろいろ役員のなり手がい

ないということはいろんな分野でも問題

視されているのですが、民生委員の立場
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で考えますと、やはり超高齢化に対して

民生委員だけではないですが、いろいろ

対応していくのに、各町内の中に福祉委

員とか生活相談員とか、そういう方が民

生委員と同じように役を担っていただく

と、その方がまた次の駐在員なり民生委

員なり、うまくその役に選任できていく

んじゃないかと思っています。非常に難

しい実行しにくい内容ですが、できたら

いいなという話で、そういう社会が実現

できたらいいなと思っています。 

 

河 村：ありがとうございました。具体的

に居場所や担い手の部分、福祉委員とい

ったご提案をいただきました。このご提

案を受け止めさせていただきながら、ま

た関係する皆さんと話し合う場を設けな

がら考えていけると良いと思います。 

 それでは最後のまとめに移らせていた

だきます。最後に長谷川会長にお伺いし

たいと思います。今までいろいろなお話

がありました。そのお話を受けまして、改

めて地区民児協３０年の歩みと、今後の

民生委員児童委員活動で大切にされたい

視点等があればお聞きしたいと思います。 

 

地区民児協３０年 

今後も大切にしたいこと 

 

長谷川：今ずっとお話を聞かせていただ

いて、昔は民生委員は３０年、４０年組と

いう方がいっぱいいたんです。私が入っ

た時はそうだったんですが、今回の改選

で４期以上が５人、３期が１０人、２期が

１２人、１期が１３人と、早めにやめる方

が多くなってきました。民生委員で中堅

というのが本当に数少なくなってきまし

た。 

 こいうことから見ますと、私は長く務

めてきたんですけど、長く務めれば良い

というものではないとは思うんです。で

も経験が豊富になってくる、これは大切

なことではないかとも思います。経験的

に体験的に民生委員が育っていくような

気がします。こんなところを何とかクリ

アできたら良いなと思います。１期だけ

だと新任研修で終わってしまうので、２

期目・３期目で本当の活動になる、という

ようなことも聞いております。そのため

には民生委員の発掘ということも必要に

なってくると思うので、これからの民生

委員の、とくに災害が起こった時には、今

民生委員活動をしている人たちの応援団

がいると良いということを耳にすること

もあります。東日本大震災でもそういう

話が聞こえてきました。ですから、もちろ

ん任意ですが、ぜひＯＢ会のような会を

作って、今の民生委員さんの足を引っ張

ることなく応援するという活動、また、発

掘するときの相談にも乗ってもらえるよ

うな、そんな幅広い民生委員活動の理解

者が増えていくと良いな、ということも

思っています。 

 そのためには、できたら中学生・高校生

ぐらいの子に、一日民生委員といいます

か、地域の皆さんにより深く民生委員の

活動を知っていただくための活動があっ

ても良いんじゃないかな、という気がし

ました。 
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 いずれにしましても、子どもは地域に

よって育てられるので、少子高齢化の今

だからこそ、子どもを持つ親だけが子ど

もを育てるのではなく、子どもを持つ持

たないにかかわらず地域の大人が地域の

子どもを育てるという、そういったコミ

ュニティ、地域活動が展開できると良い

なと思います。ですので、今子ども会活動

も、子どもを持つ親だけでやっているも

んですから、ＰＴＡと似たような活動だ

ということで、なくなってしまうところ

がだんだん出てきたという現状もあるの

ではないかと危惧しているところです。

地域の子どもは地域で育てるということ

をやれば、大人からお年寄りまで全員が

かかわることができるので、もっとあい

さつのこだまする地域ができるのではな

いかと思っています。 

 そういった面からも民生委員は地域を

つなぐ、地域を守る、地域から学ぶという

姿勢をもって、これからもいきたいと思

いますし、住民サービスと私たちの負担

軽減を、役員の皆さんと一緒にしていか

なければいけないと思っております。 

 そんなことを考えて今日の座談会を過

ごさせていただいたわけですが、松下部

長、小嶋部長、佐藤事務局長には、良い話

をいただきましてありがとうございまし

た。各会長さん方も本当に同じ仲間とし

て、私たちはこれからも努力してまいり

ますけども、それこそ、この輪というもの

がここから伝わっていくような気がしま

すので、私たちが和気あいあいと楽しく

いきたいと思っております。 

 言い尽くせなかった事柄もありますが、

この座談会で地区民協の良さと市民協の

役割分担が浮き彫りになりました。今後

この座談会を民生委員活動に活かして、

行政、社協との連携を一層密にして、民生

委員の負担軽減も考慮しながら、活動を

展開してまいりたいと思います。皆さん

のご支援とご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

河 村：皆さんご協力ありがとうござい

ました。本日はとても有意義な時間を過

ごさせていただきました。まずは皆さん

が健康でお元気でいていただくことが大

事かと思います。引き続き民生委員児童

委員活動を発展させていくためにも、行

政・社会福祉協議会と更に連携を強めて

いく必要を改めて確認できました。本日

はありがとうございました。 


